
令和５年度 指定管理業務 実績評価シート

作成年月日 令和6年6月25日

部課名 健康こども部こども家庭課

施設の設置目的

１　事業計画の実施状況

２　市民サービス向上のための取組状況

３　市民ニーズの把握の実施状況

４　施設の利用状況（利用者数、稼働率など）

５　指定管理業務の収支状況

施設名 弘前市三省児童館・弘前市船沢児童館

児童福祉法第40条に基づく施設として、児童福祉の向上に資することを
目的とする。

所在地
弘前市三省児童館…弘前市大字三世寺字月見野2番地4
弘前市船沢児童館…弘前市大字細越字早稲田42番地

指定管理者名 社会福祉法人船幸会

指定期間
平成31年4月1日から令和6年3月31日まで
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

感染症等の流行は見られたが、新型コロナウイルス感染症の取扱いが、５類感染症に移行したことに
伴い、休館措置等の実施がなかったため、年度途中で組み込んだ出前講座等も実施されており、概ね
事業計画通り実施され、適正な管理運営が行われている。

児童館延長利用事業を実施し、利用者サービスの向上を図っている。
母親クラブとの連携事業を行い、小学校や公民館との連携を図りながら、地域の声を聞き、事業へ取り
入れた。
日頃から保護者とのコミュニケーションをとることで、信頼関係を築き、相談対応等を行っている。

年度末に、利用者アンケートを実施し、利用者からの意見や要望を聞き、改善できる点は、すぐに対応
するようにしている。
施設内に意見箱を設置し、また、苦情受付については館内に掲示して周知を行っている。
いただいた要望、意見について適切に検討され、職員間での情報共有を図るなど管理運営に反映し、
適正な対応がなされている。　　　　　　　　　　　　　

（三省児童館）
令和4年度 年間：4,219人/293日（14人/日）→令和5年度 年間：4,917人/293日（16人/日）
（船沢児童館）
令和4年度 年間：8,568人/291日（29人/日）→令和5年度 年間：10,838人/293日（36人/日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に移行したため、休館措置がまったくなかった。
登録児童数が増加し、利用児童数は、前年度より増加している。　　　　　　　　　

前年度と比べ、人件費支出が大幅に増加したことに伴い、赤字決算となった。

基本様式



６　実地調査の結果

７　成果指標の達成度

８　評価

　(1) 指定管理者の自己評価

評価区分 評価 評　価　の　説　明 今後の課題と対応

施設の運営 B

（三省）職員の接遇・研修・利用者ニーズ
の把握、事業計画など概ね良好に実施で
あった。
（船沢）計画通り事業が実施できた。
利用者登録を把握し、運営した。

（三省）児童が主体となって
約束事や遊びを考える環境
を整えていく。
（船沢）保護者との関わりを
スムーズにできるよう職員間
で情報共有していく。

施設の管理 B

（三省）施設・設備の安全な環境維持、利
用児童の安全対策は万全を期している。
（使用不能の遊具の撤去）
事故や災害には、速やかに対応できるよう
職員の連携を深めた。
館内の遊具や道具の整理・整頓が不十分
であったため改善に努めたい。
（船沢）安全対策等の計画や見直しをし
て、利用児童の安全に配慮した。個人情
報や文書の管理を行った。

（三省）施設の老朽化が年々
進み、屋外では安全に気を
付けながら活動するよう指導
を強化する。5月期の足長バ
チの巣作りの駆除に追われ
ている。道路からの入口が危
険であるため、注意喚起す
る。
（船沢）毎月1回の館内研修
や安全点検（毎日）の実施を
継続する。

経理の状況 B

帳簿等の管理・整備とも適正に管理で
きた。今年度、人件費が昨年度に比べ
大幅に増えてしまった。

人件費の削減に努めてい
きたい。

団体の財務状況 B

特に問題はなかった。

　(2) 市の指定管理者に対する評価

評価区分 評価 評　価　の　説　明 今後の課題と対応

施設の運営 Ｂ

利用者ニーズに対応しながら、法令等の
遵守、公平性、開館時間、学校や地域と連
携した事業計画等が適切に実施されてい
る。

対象小学校のほとんどの児
童が利用登録しており、地域
に開かれた施設運営を意識
し、今後も更にサービスの向
上に努めていただく。

利用者の安全確保を第一に考え、施設・設備の良好な維持管理が行われている。また、児童厚生施設
として必要な各事業を新しい試みも組み込みながら実施したほか、利用者及び関係団体の意見やニー
ズの把握、個人情報の管理、施設の効率的運用、経費削減に関する取り組み、環境への配慮等、施設
を適切に管理運営しており、児童の健全育成を通じた住民の福祉の向上に寄与している。

成果指標は施設利用満足度であり、（前年度満足度）「73.0％」に対し実績が「76.0％」で
達成度は「104.1%」となっている。



施設の管理 Ｂ

利用者の安全を第一に考えた対策や、施
設・設備の維持管理等が適正に実施され
ている。

利用者の安全確保のため安
全計画に基づいた研修や訓
練を行い、職員の連携を図っ
ていただく。修繕が必要な箇
所等については、優先度が
高いものから計画的に実施し
ていく。

経理の状況 Ｂ

人件費の大幅な増加により赤字決算と
なっている。帳簿等の整備、経理の区分は
適正である。

人件費支出の削減のため、
職員の配置の見直し等によ
り、収支状況の改善を図って
いただく。

団体の財務状況 Ｂ

安定的な経理基盤を有し、適切なものと
なっている。

今後も安定した財務状況を
維持していただく。

【評価の視点】

評価区分

施設の運営

施設の管理

経理の状況

団体の財務状況

【評価の基準】

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

※「団体の財務状況」の評価基準

Ｂ

Ｃ

Ｄ

評　価　の　視　点

法令等の遵守、使用許可、市の指定事業、付随業務、自主事業、公平性、
職員配置・研修、開館時間・休館日、職員の接遇、利用者ニーズの把握・反
映、事業計画の実施状況、業務報告など

利用者の安全対策、施設・設備の維持管理、個人情報の管理、文書等の管
理、備品等の管理、緊急時対策、災害対策など

帳票等の整備、経理の区分、収支状況、経費の削減、帳簿等の保管状況な
ど

安定的な施設の管理が可能な経理的基盤を有しているか

協定書・基準書等の内容を超える管理運営が行われたと判断できるもの
　（適正な管理運営に加えて、更なる取組みや成果があると評価できるもの）

協定書・基準書等の内容を概ね適正に実施していると判断できるもの
　（軽微な改善点はあったが、速やかに改善されているもの）

協定書等の内容に対して改善点はあったが、適切な改善策が講じられてい
るもの

協定書等の内容に対して不履行があるものや、改善がなされていないもの
があるもの

 問題がない

今後に注意を要する

早急な改善を要する


